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お知らせ

木
造
住
宅
耐
震
改
修
費
等

補
助
事
業
及
び
注
意
点
に
つ
い
て
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広告を掲載
しませんか

　　　　　　　　　町では、町の資産を広告媒体として活用
し、民間企業等の広告を掲載することにより、地域経済の活
性化を図ることを目的とした広告掲載事業を行っています。
企業や商品のＰＲなどに是非ご活用ください。
  広報 ホームページ 公用車両
  １／５段 天地６０ピクセル× １台につき
 規　　　格 縦４．７㎝×横１７．３㎝ 左右１５０ピクセル 側面は左右それぞれ５平方メートル以内
    後面は０．５平方メートル以内
 位　　　置 ５段目 トップページ 側面又は後面
 掲　載　料 ３か月：３０，０００円　６か月：６０，０００円 １か月
　  １２か月：１２０，０００円 １平方センチメートル当たり２円
 掲 載 期 間 ３か月・６か月・１２か月
 申込締切日 随時募集（掲載を希望する月の２か月前までにお申し込みください。）
 申込・ 企画課　　 ８９３－５８５５　　 ８９２－０３５３
 問い合わせ Ｅ－ＭＡＩＬ：kikaku@town.ino.kochi.jp

　１月から役場の閉庁時間が17
時15分に変更になります。
　これは、職員の勤務時間を国、
県、他の市町村の状況に合わせ
15分短縮することに
伴うもので、役場
の開庁時間は『８時
30分～17時15分』
になります。
　町民の皆さんの
ご理解とご協力をお
願いします。

役場の閉庁時間が
変わります

窓口は17時15分までに

いの町


